
習志野市いじめ防止基本方針 
について 

習志野市教育委員会 
学校教育部 指導課 

～全ての児童生徒が安心して  
  学校生活を送るために～ 

Ⅰ 本市のいじめの現状 
Ⅱ 習志野市いじめ防止基本方針 
Ⅲ いじめ防止の取り組み 
Ⅳ いじめ対策組織 



 国  ：いじめ防止対策推進法 

「学校いじめ防止基本方針」 義務化 

平成25年制定 



 いじめアンケート（毎学期１回）平成２４年２学期より 
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Ⅰ いじめの現状 
分類 1 小学校 分類 2 中学校 



いじめの解消率【小学校】 
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いじめの解消率【中学校】 
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いじめの内容 

36.7% 

21.9% 

14.5% 

26.9% 小学校 

からかわれたり、悪口を言われたり、おどされたり、イヤなことを言われたりする。 

たたく、ける、なぐるなどの暴力を受けたり、わざとぶつかられたりする。 

仲間はずれにされたり、無視されたり、さけられたり、バイキン扱いされたりする。 

その他 



いじめの内容 

38.9% 

20.5% 

14.6% 

26.0% 中学校 

からかわれたり、悪口を言われたり、おどされたり、イヤなことを言われたりする。 

仲間はずれにされたり、無視されたり、さけられたり、バイキン扱いされたりする。 

たたく、ける、なぐるなどの暴力を受けたり、わざとぶつかられたりする。 

その他 



市全体で 
いじめ防止に取り組む姿勢 

Ⅱ 習志野市いじめ防止基本方針 

市民に公表 



Ⅲ いじめ防止の取り組み 
教育委員会 

• いじめ対策組織の条例化 

• 毎学期いじめアンケートの依頼 

                 （６月、１１月、２月） 

• アンケート実施後の集計、対策等 

• 生徒指導担当者会議（中学校 毎月１回） 

• 小中生徒指導会議（年４回） 

• 学期末指導主事学校訪問 等 



Ⅲ いじめ防止の取り組み 
学  校 

• 毎学期いじめアンケート実施                         

                 （６月、１１月、２月） 

• 教育相談の充実（週間、随時） 

• いじめ対策委員会での 

 情報共有・具体的な方策立案 

• 学校いじめ防止基本方針の見直し 等 



Ⅲ いじめ防止の取り組みの様子 
小学校 

あいさつ運動 



Ⅲ いじめ防止の取り組みの様子 
中学校 

生徒会による 
「いじめ撲滅プレゼンテーション」 



Ⅲ いじめ防止の取り組みの様子 
中学校 

イエローリボン活動 



Ⅲ いじめ防止の取り組みの様子 
中学校 

いじめゼロ宣言 



「学校教育だより」での紹介 



Ⅳ いじめ対策組織 

習志野市いじめ問題対策連絡協議会、 
いじめ問題対策委員会及び 
いじめ問題再調査委員会設置条例 

平成２７年１２月制定 



Ⅳ いじめ対策組織 

＜習志野市いじめ問題対策連絡協議会＞ 

市に設置 

＜習志野市いじめ 
    問題対策委員会＞ 
 

教育委員会に
設置 市長が設置 

＜習志野市いじめ問題 
       再調査委員会＞ 
      



＜習志野市いじめ問題対策連絡協議会＞ 
・いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図る   
     （任期２年 年３回程度開催） 
 

委員 ： 
学識経験のある者 関係行政機関の職員など 
（２５名以内） 

 

                   [ 同条例第１条～第７条] 



―教育委員会附属機関― 
＜習志野市いじめ問題対策委員会＞ 

 
・各学校のいじめ防止等の取り組みへの対応 
・いじめの重大事態発生時の対応 
    （任期2年 重大事態発生時にも招聘） 
 

     委員 学識経験のある者 
         教育委員会が必要と認める者 
           （５名以内） 
 

   [ 同条例第８条～第１７条 ]      



＜習志野市いじめ問題対策連絡協議会＞ 
・いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図る（任期２年 年３回程度開催） 
 

委員 ： 
学識経験のある者 関係行政機関の職員など 
（２５名以内） 

 
                [ 同条例第１条～第７条] 

 

―教育委員会附属機関― 
＜習志野市いじめ問題対策委員会＞ 
・各学校のいじめ防止等の取り組みへの対応 
・いじめの重大事態発生時の対応 
    （任期2年 重大事態発生時にも招聘） 
 

   委員 ：  学識経験のある者 
          教育委員会が必要と認める者 
          （５名以内） 
 

 [ 同条例第８条～ 
             第１７条 ]      

設置条例制定 

習志野市いじめ問題対策連絡協議会  との円滑な連携の下に 

設置条例制定 

【学校】 
いじめの重大事態 



＜習志野市いじめ問題対策連絡協議会＞ 
・いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図る（任期２年 年３回程度開催） 

 
委員 ： 
学識経験のある者 関係行政機関の職員など 
（２５名以内） 

 
        [ 同条例第１条～第７条] 

―教育委員会附属機関― 
＜習志野市いじめ問題対策委員会＞ 
・各学校のいじめ防止等の取り組みへの対応 
・いじめの重大事態発生時の対応 
    （任期2年 重大事態発生時にも招聘） 
 

      委員 ： 学識経験のある者 
          教育委員会が必要と認める者 
         （５名以内） 
 

[ 同条例第８条～ 
             第１７条 ]    

市 長 

設置条例制定 

発生の 
                      
報告         
                    

設置条例制定 

習志野市いじめ問題対策連絡協議会  との円滑な連携の下に 



―市長の付属機関― 
＜習志野市いじめ問題再調査委員会＞ 

 
・いじめ重大事態の調査結果についての再調査を行い、 
 市長に答申 
 
 

     委員   学識経験のある者 
         市長が必要と認める者 
           
 

   [ 同条例第１８条～第２１条 ]      



＜習志野市いじめ問題対策連絡協議会＞ 
・いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図る（任期２年 年３回程度開催） 
 

委員 ： 
学識経験のある者 関係行政機関の職員など 
（２５名以内） 

 
        [ 同条例第１条～第７条] 

―教育委員会附属機関― 
＜習志野市いじめ問題対策委員会＞ 
・各学校のいじめ防止等の取り組みへの対応 
・いじめの重大事態発生時の対応 
    （任期2年 重大事態発生時にも招聘） 
 

    委員： 学識経験のある者 
        教育委員会が必要と認める者 
         （５名以内） 
 
[ 同条例第８条～ 
             第１７条 ]    

市 長 

＜習志野市いじめ問題 
           再調査委員会＞ 
・いじめ重大事態の調査結果についての
再調査を行い、市長に答申 
       
 [ 同 条 例 第 １ ８ 条 ～ 第 ２ １ 条  ]    

 

市議会 

設置条例制定 

発生の 
                      
報告         

設置条例制定 

調査の実施 

                      
報告     

設置条例制定 

習志野市いじめ問題対策連絡協議会  との円滑な連携の下に 


